
指定ごみ袋の代替措置を
８月31日まで延長します

指定ごみ袋については、令和８年６月30日までの間、臨時的措置として通常の
指定ごみ袋以外での排出を可能としています。
現在、店舗への供給状況は改善は見られるものの、一部店舗において指定ごみ

袋の品薄状態が続いているため、臨時的措置の期間を８月31日まで延長します。
指定ごみ袋の入手が困難な場合には、７月１日以降も透明または半透明の袋で

ごみを排出していただきますようお願いします。

富士市からのお知らせ

〇指定袋は例年通り製造しています
市指定ごみ袋については、今年度も昨年度と同等程度の数量の製造を見込んで

いることを、市からごみ袋製造業者に確認しています。
必要な分だけ購入する、無駄遣いはしないなど、指定ごみ袋の安定供給のため

にご協力をお願いします。

使用できるもの 使用できないもの

15リットル～45リットルの

・透明なビニール袋（ポリ袋）
・中身が見える半透明のビニール袋

（ポリ袋）

・黒い袋
・中身が見えない袋（乳白色など）
・紙や布など、ビニール製品ではない袋
・段ボール等の箱
・土のう袋
・他自治体の指定ごみ袋
・小売店のレジ袋
・15リットル未満の袋
・45リットルを超える袋
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